
※費用は原因者が負担

本調査 法第９９条
 出土品等の整理作業
 発掘調査報告書作成

現状保存不可能現状保存

埋蔵文化財の保存について協議

教育委員会へ連絡・ 発見届の提出

不時発見    法第９６条 

遺物 ・ 遺構なし遺物 ・ 遺構あり

慎重工事工事立会確認(試掘)調査等の実施 ※費用は市が負担

「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」の届出　　法第９３条

遺跡なし遺跡あり

予備調査・試掘調査

包蔵地に該当しない包蔵地に該当する

工事対象地区における埋蔵文化財の有無
埋蔵文化財包蔵地図との照合 法第９５条

未確認の遺跡が工事中に発見された場合、法第９

６条の１に基づきその現状を変更することなく、市

教育委員会経由で県教育委員会に「遺跡の発見

届」を提出しなければなりません。

※出土品の取り扱い

　 出土品は、報告書を作成して公表するとともに、市教育委員会

が保管し、展示・公開・研究資料あるいは教材として活用します。

出土品は遺失物法の適用を受け、鹿児島県に帰属します。法律上、

土地の所有者は出土品について所有権がありますが、出土品の文

化財としての意義をご理解いただき、関係権利を放棄していただく

ようお願いします。

※法＝文化財保護法


